
（要旨）
　「福祉犯」とは、少年（20 歳未満の男女）の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害
する犯罪のことであり、青少年保護育成条例や、児童買春・児童ポルノ禁止法による犯
罪を指す。最近では、だまされたり、脅かされたりして児童（18 歳未満の男女）が自分
の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる形態の児童ポルノ被害である「自画撮
り被害」が急増している。また、見知らぬ相手と SNS を介して実際に出会い、その結果、
相手から性行為を要求されたり、その行為を撮影されたりするなどの被害に遭う青少年が
増えていることが報告されている。青少年たちが気軽に手にしているスマートフォンやパ
ソコンなどが、リスクのある行動へとつながることがある。被害防止の手立てを講じるこ
とは急務であり、教育現場では被害防止のための教室を開くなどの対策がなされている
が、被害に遭う青少年は後を絶たないのが現状である。しかし、本邦では、SNS を介し
た性被害に遭う青少年の実証研究は少なく、なぜ彼らが危険だと知りつつも被害に遭って
しまうのか、その原因は十分に明らかにされていない。そこで本研究では、今後の性被害
防止対策に資するため、本邦及び海外で行われている先行研究について文献レビューを行
い、SNS を介した性被害に遭う青少年の実態とそのリスク要因について明らかにするこ
とを目的とした。
　その結果、年齢が上がるにつれて、ネット上で知り合った人と実際に会っている青少年
の割合は増加し、中学生では１割前後、高校生では更に高率になることが明らかになった。
青少年の側のリスク要因としては、安全への過信があることやオンライン上でリスクのあ
る行動をとるなど自己をコントロールする力の弱さが挙げられる一方で、養育者との関係
の悪さ、友人関係における孤独感といった、家庭や学校内での居場所のなさが影響してい
る可能性が示された。また、以前の虐待経験など被害経験があると、被害を被害と認識で
きないため、更なる被害に遭いやすくなるということも明らかになった。他方で加害者は、
青少年の孤独感や自尊心の低さを埋め合わせるかのように、共通の話題をもったり、賞賛
したりする行動をとることで、青少年との関係性を築き、性的画像の送信や面会を要求し
ていた。
　被害防止のためには、ネット利用の危険性を伝えるだけではなく、青少年の発達及び心
情に沿った教育を行うことが求められる。

研究体制：櫻井鼓、亀岡智美、加藤寛

令和３年度

【短期研究２】

福祉犯被害青少年の心理と支援のあり方についての研究
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2 

１ 緒言
 近年、性犯罪・性暴力については、さまざまな分野で取り上げられ、社会的注目を集め
る問題となっている。2017年に刑法改正が行われ、強制性交等罪の新設・重罰化や性犯罪
の非親告罪化など、110年ぶりに性犯罪に関する規定が抜本的に見直された。また、性犯
罪の相次ぐ無罪判決に端を発したフラワーデモや、自らの被害を発信する#Metoo運動が全
国に展開され、それらの様子はメディアでも報道されている。 
  少年の性被害についても同様であり、これまで表立って取り上げられてこなかった問
題が顕在化してきている。例えば、教師による性被害の問題は、2021年に、「教育職員等に
よる児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の成立に至った。インターネットの普及によ
り、SNSを介在とした性被害が多いことも現代の特徴であろう。図1に示すように、2020年
を除けば、SNSを介した児童の犯罪被害全体は増加傾向にあることが分かる。特に、2011年
から2020年の10年間の変化として、重要犯罪のうちの「強制わいせつ」は7名から19名に、
「強制性交等」は9名から45名に増加し、「児童ポルノ」は217名から597名の3倍近くに増
加している（警察庁,2021）。SNSという特質から、潜在化している被害も多数あることを
考慮すると、被害を受けている 少年の数は相当数に上ると推測される。 

図１ SNSに起因する事犯の被害児童数（警察庁(2021)資料より作成者改変） 

このような現状に対し、教育現場では、公的機関や 間企業による被害防 教室が わ
れてはいる。しかし、自画撮り被害に遭ったり、SNSで知り合った相手に誘い出されて断
り切れず、あるいは交際していると思い込まされて強制性交等の被害に遭ったりする 少
年は後を絶たない。わが国では、SNSを介した 少年の性被害に関する実態やリスク要因
に関する研究が圧倒的に少なく、有効な手立てを打つことが出来ずにいる。 
 よって、本研究では、今後の性被害防止対策に資するため、わが国及び海外の先行研究
について文献検討を行い、SNSを介した性被害に遭う 少年の実態とリスク要因について
明らかにすることを目的とした。 
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２ 方法
インターネットに関する問題は比較的最近の研究であること、研究成果はネット技術な

どにより大きく変化することが想定されるため、基本的には2012年から2021年までの間の
最近10年間の研究を検討することとした。また、 少年を直接対象とした研究は倫理的問
題から多くはないと推測されるため、年齢層は幅広く収集することとした。検索は2021年
9月12日から同月14日の間に実施した。 
邦文文献については、「犯罪被害」と「SNS」を検索キーワードとして、google scholar 

を用いて2012 2021年の文献を検索した結果、1,090篇の文献が見つかった。同様に「犯
罪被害」と「ソーシャルネットワーキング」を検索キーワードとして検索した結果、175
篇の文献が見つかった。また、共同研究者とともに引用文献などから関連論文を辿った4
篇と、英文文献の検索結果に含まれていた邦文文献1篇を追加した。合計1,270篇の文献の
タイトルと抄録を確認し、本文が入手不可能な文献、重複している文献、講演録、虐待や
詐欺など犯罪被害であっても研究目的に内容が合致しない文献については除外した。その
結果、36篇が残された。さらにそれらの本文を精査したところ、「ネット教育関係」5
篇、「ネット対策」、「ネットの情報関係」各3篇、「ネット被害の法律」、「ネット上
のコミュニケーション」各2篇、「精神疾患」1篇については本研究の分析対象にならない
と判断し、これらの計16篇を除外した。最終的に20篇を本研究の分析対象とした（図
２）。 

図２ 邦文文献選定の手続き 

 英文文献については、「crime victims children」と「SNS」を検索キーワードとして、
google scholarを用いて2012 2021年の文献を検索した結果、4,710篇という多量の文献が
合致した。そこで「bullying」をキーワードに含めないよう設定し、3,060篇の文献に絞っ
た。加えて、EBSCOhost（PsycInfo、PsycArticles）で「crime victims」、「children」、
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「social networks」をAND検索したところ、58篇の文献が見つかった。同様にEBSCOhost 
（PsycInfo、PsycArticles）で「crime victims」、「children」、「social networking」でも
AND検索したところ、32篇の文献が見つかった。また関連論文を辿った4篇を追加した。
合計3,154篇の文献のうち、文献のタイトルと抄録を確認し、本文が入手不可能な文献、重
複している文献、虐待など犯罪被害であっても研究目的に内容が合致しない文献について
は除外した。また、1篇の邦文文献については除外し、邦文文献に含めた。その結果、37
篇をレビューの対象とした。さらにそれらの本文を精査したところ、「文献レビュー」4
篇、「ネットによるその他の犯罪被害（デートDV、IPVなど）」3篇、「ネットメディア
やテクノロジー」2篇、「自殺」、「イギリスのネット情勢の変化」、「日本の援助交際
の歴史」、「研究の方法論」、「論考」、「法律」各1篇については本研究の分析対象に
ならないと判断し、これらの計15篇を除外した。最終的に22篇を本研究の分析対象とした
（図３）。 

図３ 英文文献選定の手続き 

３ 結果
 分析対象となった42篇の 献の概要を す（表１ 表５）。 少年が実際にネットを使
っていると想定し、その行動の時系列に沿ったリスク要因を追うとすると、そもそも 少
年自身が抱える要因、ネット上で出会う要因、その際の対処要因に分けられるであろう。
そこで、本項においても、はじめに被害の実態を述べた上で、順に、 少年のリスク要
因、ネット上でのリスク要因、対処要因をまとめ、最後に対策への提案について検討を加
えることとした。 
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の

写
真

を
ネ

ッ
ト

上
で

公
開

さ
れ

た
」

「
他

人
に

自
分

が
話

し
た

内
容

を
ネ

ッ
ト

上
で

公
開

さ
れ

た
」

「
誰

か
に

な
り

す
ま

さ
れ

た
」

)を
有

す
る

割
合

が
多

く
、

自
己

情
報

公
開

に
対

す
る

リ
ス

ク
認

知
が

低
い

。

10
金

山
泰

介
20

17

全
国

の
16

 歳
以

上
の

パ
ソ

コ
ン

等
の

ユ
ー

ザ
ー

13
,0

00
名

を
対

象
。

性
別

、
年

齢
は

人
口

比
に

対
応

し
て

抽
出

（
男

性
6,

43
9 

名
、

女
性

6,
56

1名
；

10
代

77
1名

、
20

代
1,

65
6名

、
30

代
2,

07
2名

、
40

代
2,

36
2名

、
50

代
1,

98
4名

、
60

代
以

上
4,

15
5名

）
。

20
16

年
6月

、
ウ

ェ
ブ

調
査

何
ら

か
の

サ
イ

バ
ー

犯
罪

被
害

を
受

け
た

と
回

答
し

た
人

は
9.

6％
で

、
女

性
が

占
め

る
割

合
は

42
.4

％
、

年
齢

別
で

は
10

代
が

最
も

高
く

15
.3

％
。

本
研

究
で

の
サ

イ
バ

ー
犯

罪
等

被
害

と
は

、
主

に
「

現
金

を
だ

ま
し

取
ら

れ
た

」
な

ど
で

、
「

名
誉

棄
損

、
誹

謗
中

傷
等

被
害

」
の

経
験

率
は

0.
7%

、
そ

の
う

ち
リ

ベ
ン

ジ
ポ

ル
ノ

型
被

害
（

「
人

に
は

見
ら

れ
た

く
な

い
画

像
を

公
開

さ
れ

た
」

）
は

、
16

.7
%

。
全

体
と

し
て

、
警

察
へ

の
被

害
申

告
率

10
.4

％
。

11
20

17
名

よ
り

回
答

収
集

。
59

3名
（

男
性

30
3名

、
女

性
29

0
名

；
平

均
16

.8
4歳

、
SD

＝
0.

92
)を

分
析

。
２

回
目

は
59

3名
の

う
ち

19
2名

(男
性

10
9名

、
女

性
83

名
；

平
均

16
.8

0歳
、

SD
＝

0.
92

)。

１
回

目
は

20
10

年
12

月
、

２
回

目
の

追
跡

調
査

は
20

11
年

４
月

、
ウ

ェ
ブ

調
査

親
の

愛
着

回
避

は
問

題
行

動
（

ネ
ッ

ト
上

の
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
行

為
や

性
的

情
報

へ
の

接
触

）
に

影
響

を
与

え
る

。
親

と
の

関
係

で
葛

藤
を

抱
え

、
情

緒
的

な
結

び
つ

き
の

不
足

が
問

題
行

動
と

関
連

を
示

す
と

考
え

ら
れ

る
。

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

行
為

は
親

に
よ

る
管

理
を

強
め

る
こ

と
で

抑
制

す
る

。
一

方
で

、
親

か
ら

自
由

に
ネ

ッ
ト

を
使

う
こ

と
を

支
持

さ
れ

る
関

係
性

が
問

題
行

動
を

抑
制

す
る

場
合

も
あ

る
。

友
人

と
の

間
に

信
頼

や
安

定
感

を
得

る
こ

と
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

で
の

問
題

行
動

の
抑

制
へ

と
つ

な
が

る
。
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表
２

 
邦
文
研
究
の
概
要
２

 
N

o
著
者

年
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

12
平

野
雄

一
 他

20
18

株
式

会
社

7g
og

oが
提

供
し

て
い

る
「

75
5」

。
基

本

る
チ

ャ
ッ

ト
部

屋
（

ト
ー

ク
）

と
「

ト
ー

ク
」

へ
の

コ
メ

ン
ト

へ
の

投
稿

文
章

デ
ー

タ
。

デ
ー

タ
分

析
期

間
内

に
「

1件
以

上
NG

コ
メ

ン
ト

を
投

稿
し

た
ユ

ー
ザ

ー
」

と
の

交
流

を
ネ

ッ
ト

リ
ス

ク
と

定
義

。
NG

ユ
ー

ザ
ー

年
齢

別
推

定
分

布
で

は
成

人
男

性
が

最
も

多
い

。
成

人
（

ま
た

は
成

人
男

性
）

が
多

い
ト

ー
ク

に
参

加
し

た
未

成
年

者
は

危
険

に
巻

き
込

ま
れ

る
可

能
性

が
高

い
。

危
険

な
ユ

ー
ザ

ー
は

、
未

成
年

女
性

が
参

加
し

て
い

る
ト

ー
ク

を
選

択
し

て
参

加
し

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。

NG
ト

ー
ク

の
特

徴
語

に
は

「
？

」
や

「
ラ

イ
ン

」
が

上
位

に
き

て
お

り
、

NG
ト

ー
ク

は
、

相
手

か
ら

情
報

を
引

き
出

し
た

り
誘

い
出

し
た

り
と

い
う

可
能

性
が

あ
る

。

13
木

村
敦

 他
20

18
SN

S 
利

用
経

験
の

あ
る

高
校

生
50

0名
（

男
女

各
25

0
名

；
平

均
17

.0
歳

、
SD

 =
1.

0)
20

17
年

1月
、

ウ
ェ

ブ
調

査
高

校
生

は
、

他
者

と
比

べ
て

自
分

が
ト

ラ
ブ

ル
に

巻
き

込
ま

れ
る

可
能

性
は

少
な

い
と

認
知

し
て

い
る

。
認

知
熟

慮
性

の
高

い
高

校
生

は
リ

ス
ク

リ
テ

ラ
シ

ー
が

高
い

一
方

で
、

自
己

リ
ス

ク
の

楽
観

視
の

度
合

い
が

大
き

く
、

対
人

ト
ラ

ブ
ル

経
験

も
多

い
。

認
知

熟
慮

性
を

踏
ま

え
た

情
報

モ
ラ

ル
教

育
が

必
要

。

14
高

岸
幸

弘
20

18
大

学
生

38
4名

か
ら

回
答

収
集

、
38

2名
(男

性
16

0

析
。

質
問

紙
調

査
、

調
査

年
不

明
Di

rら
(2

01
3)

の
SB

S(
se

xt
in

g 
be

ha
vi

or
s 

sc
al

e)
を

邦
訳

し
て

使
用

。
「

あ
な

た
は

ど
の

く
ら

い
の

頻
度

で
性

的
な

こ
と

を
ほ

の
め

か
し

た
り

刺
激

し
た

り
す

る
よ

う
な

画
像

や
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
ネ

ッ
ト

で
送

信
し

ま
す

か
」

と
い

う
質

問
に

、
「

ま
っ

た
く

な
い

」
以

外
の

人
は

5%
。

15
藤

原
佑

貴
 他

20
19

20
16

年
か

ら
20

17
年

に
全

国
警

察
で

扱
っ

た
児

童
ポ

ル
ノ

事
件

に
係

る
自

画
撮

り
被

害
女

子
児

童
で

、
被

疑
者

と
ネ

ッ
ト

で
知

り
合

い
、

被
害

時
に

被
疑

者
が

男
性

で
あ

る
と

認
知

し
て

い
た

者
と

、
そ

の
児

童
を

担
当

し
た

警
察

職
員

の
11

3組
。

質
問

紙
調

査
、

調
査

年
不

明
被

疑
者

は
３

群
に

分
け

ら
れ

る
。

①
脅

し
群

：
被

害
児

童
に

脅
す

よ
う

な
こ

と
を

言
う

。
被

疑
者

の
年

齢
が

比
較

的
低

い
か

不
明

で
、

被
疑

者
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

は
低

い
、

②
偽

善
群

：
児

童
に

頻
繁

に
連

絡
を

し
、

積
極

的
に

関
わ

ろ
う

と
す

る
。

被
疑

者
が

10
歳

以
上

年
上

の
割

合
が

高
く

、
サ

ポ
ー

ト
も

高
い

。
被

疑
者

が
「

性
的

な
話

題
や

下
ネ

タ
が

多
か

っ
た

」
、

「
無

理
に

性
的

な
行

為
を

さ
せ

よ
う

と
し

た
」

、
「

顔
の

写
真

を
遅

れ
と

言
わ

れ
た

」
、

「
し

ょ
っ

ち
ゅ

う
連

絡
が

来
た

」
と

回
答

し
た

割
合

が
高

い
。

③
効

率
群

：
被

疑
者

の
積

極
性

や
攻

撃
性

が
低

い
。

被
疑

者
が

5-
9歳

年
上

の
割

合
が

高
く

、
サ

ポ
ー

ト
は

低
い

。
児

童
に

よ
る

性
的

な
書

き
込

み
が

見
ら

れ
る

。

16
仲

嶺
真

 他
20

19

ウ
ェ

ブ
調

査
会

社
の

高
校

生
・

高
専

生
の

登
録

モ
ニ

タ
46

,3
00

名
の

う
ち

、
SN

Sで
知

り
合

っ
た

異
性

と
対

面
で

会
っ

た
経

験
が

あ
る

32
5名

に
本

調
査

票
を

配
信

。
20

7名
(女

性
11

2名
、

男
性

95
名

；
平

均
17

.1
歳

、
SD

＝
0.

85
)が

参
加

者
、

19
4名

を
分

析
。

20
14

年
、

ウ
ェ

ブ
調

査
7.

9％
が

SN
Sで

知
り

合
っ

た
異

性
と

対
面

で
会

っ
た

経
験

。
SN

Sで
の

会
話

は
、

「
挨

拶
」

や
「

共
通

の
話

題
」

か
ら

始
ま

り
、

「
人

間
関

係
」

や
「

内
面

的
会

話
」

な
ど

徐
々

に
深

い
会

話
が

現
れ

る
、

恋
愛

行
動

と
似

た
進

展
が

み
ら

れ
る

。
地

元
が

一
緒

で
あ

る
こ

と
や

趣
味

な
ど

の
共

通
の

話
題

に
つ

い
て

や
り

と
り

を
し

た
結

果
、

対
面

で
会

い
や

す
く

な
る

。
相

手
が

会
い

た
い

場
合

で
は

な
く

、
自

分
が

相
手

に
会

い
た

い
場

合
に

対
面

で
会

う
。

未
成

年
が

本
人

な
り

に
相

手
を

選
別

し
て

会
っ

て
お

り
、

本
人

は
危

険
だ

と
思

っ
て

い
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

17
仁

藤
夢

乃
20

19
ー

事
例

を
基

に
し

た
論

考
子

供
た

ち
は

、
支

援
に

つ
な

が
る

前
に

、
危

険
に

取
り

込
ま

れ
て

い
る

。
筆

者
が

代
表

を
務

め
る

Co
la

bo
の

シ
ェ

ル
タ

ー
に

い
た

女
子

高
生

た
ち

は
「

家
が

生
活

保
護

で
大

変
で

ー
、

と
か

親
の

彼
氏

に
暴

力
振

る
わ

れ
て

お
金

取
ら

れ
ま

す
と

か
、

そ
ん

な
話

で
き

な
い

」
と

語
っ

て
い

る
。

子
供

の
抵

抗
感

の
な

さ
を

問
題

や
原

因
に

す
る

こ
と

は
本

質
を

見
え

な
く

さ
せ

る
。

18
田

代
光

輝
 他

20
20

都
道

府
県

8校
の

高
校

生
に

パ
ネ

ル
調

査
（

有
効

回
答

数
1,

01
7名

）
を

20
18

年
度

と
20

19
年

度
の

2回
、

及
び

、
別

県
の

高
校

生
に

ア
ド

ホ
ッ

ク
調

査
を

20
18

年
度

（
有

効
回

答
5,

57
3名

）
に

実
施

。

20
18

年
度

と
20

19
年

度
に

質
問

紙
調

査
高

校
生

の
過

半
数

が
ネ

ッ
ト

で
の

出
会

い
を

経
験

し
て

い
る

。
ネ

ッ
ト

で
の

出
会

い
の

う
ち

67
.6

％
は

高
校

生
同

士
で

あ
る

が
、

大
学

生
や

社
会

人
が

16
.9

％
、

不
明

が
9.

9％
あ

り
、

誘
い

出
し

の
リ

ス
ク

に
つ

な
が

っ
て

い
る

。

19
藤

原
佑

貴
 他

20
20

高
校

生
相

当
年

齢
の

女
子

10
2名

、
大

学
1,

2年
生

相
当

年
齢

の
女

子
57

2名
の

合
計

67
4名

(平
均

19
.0

6
歳

、
SD

=1
.1

3)
か

ら
有

効
回

答
。

59
6名

(平
均

19
.0

8歳
、

SD
=1

.0
9)

を
分

析
。

ウ
ェ

ブ
調

査
、

調
査

年
不

明
直

接
会

っ
た

こ
と

の
あ

る
最

も
親

し
い

男
性

に
自

画
撮

り
写

真
を

送
付

し
た

経
験

は
、

高
校

生
相

当
年

齢
で

4.
9%

、
大

学
1,

2年
生

相
当

年
齢

で
5.

4%
。

自
画

撮
り

写
真

の
送

付
に

対
す

る
リ

ス
ク

認
知

は
低

く
、

特
に

恋
人

関
係

に
お

い
て

は
顕

著
。

恋
人

に
対

す
る

自
画

撮
り

写
真

の
送

付
に

対
す

る
リ

ス
ク

認
知

が
低

い
者

は
、

恋
愛

行
動

が
よ

り
進

展
し

て
い

た
り

、
相

手
と

の
関

係
が

深
か

っ
た

り
し

た
。

20
鈴

木
千

晴
・

中
山

満
子

20
21

小
学

6年
生

児
童

63
9名

（
男

子
32

8 
名

、
女

子
29

2
名

、
不

明
19

 名
）

か
ら

回
答

収
集

、
58

3名
を

分
析

。
調

査
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
で

き
る

機
器

を
持

っ
て

い
る

子
供

の
う

ち
、

28
.9

％
が

ネ
ッ

ト
上

の
見

知
ら

ぬ
人

と
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
と

り
、

2.
0％

が
実

際
に

会
っ

た
こ

と
が

あ
っ

た
。

見
知

ら
ぬ

人
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
っ

た
り

、
実

際
に

会
っ

た
り

し
た

こ
と

の
あ

る
子

供
は

、
「

親
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

が
少

な
い

」
と

感
じ

て
お

り
、

SN
Sの

利
用

数
が

多
か

っ
た

。
ネ

ッ
ト

上
の

見
知

ら
ぬ

人
と

接
触

す
る

こ
と

へ
の

抵
抗

感
が

低
い

と
考

え
ら

れ
る

。
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表
３

 
英
文
研
究
の
概
要
１

 
N

o
著
者

出
版
年

国
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

1
Al

be
rt 

& 
Sa

la
m

20
12

ア
メ
リ
カ

成
人
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者

23
名
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
調
査
年
不
明

ア
メ
リ
カ
で
は
性
犯
罪
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
50
万
人
以
上
。
ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
、
登
録
性
犯
罪
者
が
ネ
ッ
ト
や

SN
Sを

利
用

す
る
こ
と
が
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
登
録
性
犯
罪
者
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
は
リ
ス
ク
が
高
い
。
登
録
性
犯
罪
者
の

た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
識
別
子
を
付
与
す
る
こ
と
が
課
題
。

2
Ok

sa
ne

n 
& 

Ke
ip

i
20

12
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド

人
口
登
録
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

か
ら
11

2,
53
4名

を
無
作
為
に
抽
出
。

回
答
率
は
40
％
で
46

,1
39
名

(女
性

調
査
票
又
は
ネ
ッ
ト
調
査
票
の

い
ず
れ
か
に
回
答

(郵
送

85
.7
％
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

15
.3
％

)、
調
査
年
不
明

サ
イ
バ
ー
犯
罪
被
害

(ネ
ッ
ト
を
介
し
た
詐
欺
、
名
誉
毀
損
な
ど
の
犯
罪
)の
リ
ス
ク
要
因
は
、
若
年
層

(1
5-
24
歳

)、
男
性
、
高
学
歴
、
経

済
状
態
が
低
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
、
過
去
の
暴
力
的
な
被
害
経
験
。
若
年
層
の
リ
ス
ク
要
因
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
と
暴
力
的
な
被
害
経
験
。
女
性
の
防
御
要
因
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
良
好
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

3
Li

u 
et

 a
l.

20
13

シ
ン
ガ

ポ
ー
ル

平
均
13

.9
4歳

( S
D

= 
.9

0)
)

質
問
紙
調
査
、
調
査
年
不
明

因
の
「
自
己
愛
」
は
開
示
を
増
加
、
「
社
会
不
安
」
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
で
間
接
的
に
開
示
を
減
少
。
社
会
的
要
因

の
「
積
極
的
な
親
の
介
入
」
は
、
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
で
開
示
を
減
少
。
「
制
限
的
な
親
の

介
入
」
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
で
間
接
的
に
開
示
を
減
少
。

4
M

itc
he

ll 
et

 a
l.

20
13

ア
メ
リ
カ

過
去
6ヶ

月
間
、
月
に
1回

以
上
ネ
ッ
ト

（
YI

SS
-1
；
15
01
名
、

YI
SS

-2
；

15
00
名
、

YI
SS

-3
；
15
60
名
）

調
査
会
社
が
電
話
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
(Y

IS
S-

1；
19
99
年
8月

行
為
や
性
的
な
話
へ
の
参
加
や
個
人
的
な
性
的
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
も
の
)は
、
20
00
年
19
％
、
20
05
年
13
％
、
20
10
年
9％

に
減

に
変
化
は
な
い
が
、
友
人
や
知
人
な
ど
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
か
ら
の
勧
誘
が
多
い
。
20
10
年
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
勧
誘
が

SN
Sを

通
じ
て

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
20
10
年
に
は
、
被
害
者
が
勧
誘
を
受
け
た
こ
と
を
友
人
に
打
ち
明
け
る
割
合
が
増
加
。

5
W

ill
ia

m
s 

et
 a

l.
20

13
イ
ギ
リ
ス

ア
メ
リ
カ

チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
の
利
用
者
8名

（
全

員
男
性
；
平
均
31

.8
歳

)。
会
話
を
し

あ
る
こ
と
を
認
識
。

ア
メ
リ
カ
に
拠
点
を
置
く
非
営

利
団
体

Pe
rv

er
te

d 
Ju

st
ic

eの
記
録
を
分
析

加
害
者
が
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
を
す
る
手
口
に
は
、
3つ

の
主
要
テ
ー
マ
が
あ
る
。
①
信
頼
関
係
の
構
築
：
被
害
者
に
似
た
言
葉
で
話
す
な
ど
、

会
話
の
中
で
自
分
の
役
割
を
調
整
す
る
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）
。
共
通
の
関
心
事
や
論
点
を
持
つ
（
相
互
性
）
。
被
害
者
に
親
し
み
や
す

さ
、
温
か
さ
、
共
感
を
示
す
（
積
極
性
）
。
②
性
的
な
内
容
：
加
害
者
は
、
性
的
な
内
容
を
会
話
の
中
に
挿
入
し
な
が
ら
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト

さ
せ
る
。
被
害
者
に
想
像
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
様
々
な
手
法
を
使
う
。
③
評
価
：
加
害
者
は
、
被
害
者
と
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
両
方
の
リ
ス

ク
評
価
を
行
う
。
被
害
者
の
信
頼
と
性
的
活
動
へ
の
継
続
的
な
関
心
を
確
認
。
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
検
知
さ
れ
る
可
能
性
や
情
報
を
評
価
。

6
W

ol
ak

 e
t a

l.
20

13
ア
メ
リ
カ

の
学

大
ー

ャ
シ

プ
ン

ハ
ー

ュ
ニ

ー
子
供
に
対
す
る
犯
罪
研
究
セ
ン

タ
ー
で
行
わ
れ
た
、
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
性
犯
罪
に
関
す
る
研
究

成
果
を
引
用

64
％
の
ネ
ッ
ト
犯
罪
者
は
、
会
う
前
1カ

月
以
上
オ
ン
ラ
イ
ン
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
79
％
が
電
話
で
会
話
を
し
、
48
％
が
オ

ン
ラ
イ
ン
で
写
真
を
送
り
、
47
％
が
贈
り
物
や
金
銭
を
提
供
。
被
害
者
は
犯
罪
者
に
愛
情
を
感
じ
、
警
察
や
親
か
ら
被
害
を
受
け
て
い
る
と

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
会
う
と
89
％
が
挿
入
を
伴
う
性
交
を
行
う
が
、
暴
力
行
為
（
レ
イ
プ
等
）
を
行
う
の
は
5％

。
ネ
ッ
ト
犯
罪
者
の
多

く
は
、
自
分
の
年
齢
や
性
的
動
機
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
。
成
人
に
性
的
魅
力
を
感
じ
て
も
、
怒
り
、
衝
動
、
好
奇
心
、
権
力
欲
の
理
由
で
思

春
期
の
子
供
を
対
象
に
す
る
者
が
い
る
。
ネ
ッ
ト
性
被
害
者
の
多
く
は
、
13
歳
か
ら
17
歳
。

LG
BT

Q、
虐
待
経
験
、
親
と
の
不
仲
、
リ
ス

ク
の
あ
る
ネ
ッ
ト
上
の
行
動

(個
人
情
報
の
掲
載
な
ど
)、
非
行
問
題
や
う
つ
病
は
、
被
害
に
遭
う
リ
ス
ク
を
高
め
る
。

7
W

ol
ak

 &
 F

in
ke

lh
or

20
13

ア
メ
リ
カ

20
09
年
に
ネ
ッ
ト
に
関
連
し
た
未
成

年
者
に
対
す
る
性
犯
罪
の
逮
捕
事
案
に

つ
い
て
、
全
国
法
執
行
機
関
の
サ
ン
プ

ル
収
集
(n

 =
2,
65
3)
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で

被
害
者
と
知
り
合
っ
た
犯
罪
者

14
9

名
、
事
件
前
に
被
害
者
を
知
っ
て
い
た

犯
罪
者

13
9名

を
分
析
。

個
々
の
事
件
に
つ
い
て
捜
査
官

に
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
被
害
者
と
知
り
合
っ
た
犯
罪
者
の
特
徴
は
、
①
ネ
ッ
ト
上
で
自
分
の
こ
と
を
隠
し
た
り
（
年
齢
や
所
在
地
な
ど
）
偽
っ
た
り
し

て
被
害
者
に
接
す
る
傾
向
が
あ
り
、
15
％
は
未
成
年
者
を
装
っ
て
被
害
者
を
騙
し
た
、
②
犯
罪
歴
や
過
去
に
薬
物
を
使
用
し
た
経
験
が
少
な

い
。
す
な
わ
ち
、
オ
ン
ラ
イ
ン
犯
罪
者
の
方
が
リ
ス
ク
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。

8
Ha

dd
on

 &
 L

iv
in

gs
to

ne
20

14
イ
ギ
リ
ス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
9カ

国
に
お
い
て
、
週
1回

以
上
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

9
20
13
年
、
56
の
フ
ォ
ー
カ
ス
グ

ル
ー
プ
と
11
4の

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
(2
01
0年

の
EU

 K
id

s
On

lin
e調

査
の
統
計
結
果
を

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

)

イ
ギ
リ
ス
の
子
供
で
は
、
以
前
の

EU
キ
ッ
ズ
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
で
は
、
見
知
ら
ぬ
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
の

は
19
％
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
、
見
知
ら
ぬ
人
と
の
接
触
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
リ
ス
ク
を
認
識
し
、
見
知
ら
ぬ
人
か
ら

の
連
絡
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
eS

af
et

y教
育
が
功
を
奏
し
て
い
る
。

表
２

 
邦
文
研
究
の
概
要
２

 
N

o
著
者

年
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

12
平

野
雄

一
 他

20
18

株
式

会
社

7g
og

oが
提

供
し

て
い

る
「

75
5」

。
基

本

る
チ

ャ
ッ

ト
部

屋
（

ト
ー

ク
）

と
「

ト
ー

ク
」

へ
の

コ
メ

ン
ト

へ
の

投
稿

文
章

デ
ー

タ
。

デ
ー

タ
分

析
期

間
内

に
「

1件
以

上
NG

コ
メ

ン
ト

を
投

稿
し

た
ユ

ー
ザ

ー
」

と
の

交
流

を
ネ

ッ
ト

リ
ス

ク
と

定
義

。
NG

ユ
ー

ザ
ー

年
齢

別
推

定
分

布
で

は
成

人
男

性
が

最
も

多
い

。
成

人
（

ま
た

は
成

人
男

性
）

が
多

い
ト

ー
ク

に
参

加
し

た
未

成
年

者
は

危
険

に
巻

き
込

ま
れ

る
可

能
性

が
高

い
。

危
険

な
ユ

ー
ザ

ー
は

、
未

成
年

女
性

が
参

加
し

て
い

る
ト

ー
ク

を
選

択
し

て
参

加
し

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。

NG
ト

ー
ク

の
特

徴
語

に
は

「
？

」
や

「
ラ

イ
ン

」
が

上
位

に
き

て
お

り
、

NG
ト

ー
ク

は
、

相
手

か
ら

情
報

を
引

き
出

し
た

り
誘

い
出

し
た

り
と

い
う

可
能

性
が

あ
る

。

13
木

村
敦

 他
20

18
SN

S 
利

用
経

験
の

あ
る

高
校

生
50

0名
（

男
女

各
25

0
名

；
平

均
17

.0
歳

、
SD

 =
1.

0)
20

17
年

1月
、

ウ
ェ

ブ
調

査
高

校
生

は
、

他
者

と
比

べ
て

自
分

が
ト

ラ
ブ

ル
に

巻
き

込
ま

れ
る

可
能

性
は

少
な

い
と

認
知

し
て

い
る

。
認

知
熟

慮
性

の
高

い
高

校
生

は
リ

ス
ク

リ
テ

ラ
シ

ー
が

高
い

一
方

で
、

自
己

リ
ス

ク
の

楽
観

視
の

度
合

い
が

大
き

く
、

対
人

ト
ラ

ブ
ル

経
験

も
多

い
。

認
知

熟
慮

性
を

踏
ま

え
た

情
報

モ
ラ

ル
教

育
が

必
要

。

14
高

岸
幸

弘
20

18
大

学
生

38
4名

か
ら

回
答

収
集

、
38

2名
(男

性
16

0

析
。

質
問

紙
調

査
、

調
査

年
不

明
Di

rら
(2

01
3)

の
SB

S(
se

xt
in

g 
be

ha
vi

or
s 

sc
al

e)
を

邦
訳

し
て

使
用

。
「

あ
な

た
は

ど
の

く
ら

い
の

頻
度

で
性

的
な

こ
と

を
ほ

の
め

か
し

た
り

刺
激

し
た

り
す

る
よ

う
な

画
像

や
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
ネ

ッ
ト

で
送

信
し

ま
す

か
」

と
い

う
質

問
に

、
「

ま
っ

た
く

な
い

」
以

外
の

人
は

5%
。

15
藤

原
佑

貴
 他

20
19

20
16

年
か

ら
20

17
年

に
全

国
警

察
で

扱
っ

た
児

童
ポ

ル
ノ

事
件

に
係

る
自

画
撮

り
被

害
女

子
児

童
で

、
被

疑
者

と
ネ

ッ
ト

で
知

り
合

い
、

被
害

時
に

被
疑

者
が

男
性

で
あ

る
と

認
知

し
て

い
た

者
と

、
そ

の
児

童
を

担
当

し
た

警
察

職
員

の
11

3組
。

質
問

紙
調

査
、

調
査

年
不

明
被

疑
者

は
３

群
に

分
け

ら
れ

る
。

①
脅

し
群

：
被

害
児

童
に

脅
す

よ
う

な
こ

と
を

言
う

。
被

疑
者

の
年

齢
が

比
較

的
低

い
か

不
明

で
、

被
疑

者
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

は
低

い
、

②
偽

善
群

：
児

童
に

頻
繁

に
連

絡
を

し
、

積
極

的
に

関
わ

ろ
う

と
す

る
。

被
疑

者
が

10
歳

以
上

年
上

の
割

合
が

高
く

、
サ

ポ
ー

ト
も

高
い

。
被

疑
者

が
「

性
的

な
話

題
や

下
ネ

タ
が

多
か

っ
た

」
、

「
無

理
に

性
的

な
行

為
を

さ
せ

よ
う

と
し

た
」

、
「

顔
の

写
真

を
遅

れ
と

言
わ

れ
た

」
、

「
し

ょ
っ

ち
ゅ

う
連

絡
が

来
た

」
と

回
答

し
た

割
合

が
高

い
。

③
効

率
群

：
被

疑
者

の
積

極
性

や
攻

撃
性

が
低

い
。

被
疑

者
が

5-
9歳

年
上

の
割

合
が

高
く

、
サ

ポ
ー

ト
は

低
い

。
児

童
に

よ
る

性
的

な
書

き
込

み
が

見
ら

れ
る

。

16
仲

嶺
真

 他
20

19

ウ
ェ

ブ
調

査
会

社
の

高
校

生
・

高
専

生
の

登
録

モ
ニ

タ
46

,3
00

名
の

う
ち

、
SN

Sで
知

り
合

っ
た

異
性

と
対

面
で

会
っ

た
経

験
が

あ
る

32
5名

に
本

調
査

票
を

配
信

。
20

7名
(女

性
11

2名
、

男
性

95
名

；
平

均
17

.1
歳

、
SD

＝
0.

85
)が

参
加

者
、

19
4名

を
分

析
。

20
14

年
、

ウ
ェ

ブ
調

査
7.

9％
が

SN
Sで

知
り

合
っ

た
異

性
と

対
面

で
会

っ
た

経
験

。
SN

Sで
の

会
話

は
、

「
挨

拶
」

や
「

共
通

の
話

題
」

か
ら

始
ま

り
、

「
人

間
関

係
」

や
「

内
面

的
会

話
」

な
ど

徐
々

に
深

い
会

話
が

現
れ

る
、

恋
愛

行
動

と
似

た
進

展
が

み
ら

れ
る

。
地

元
が

一
緒

で
あ

る
こ

と
や

趣
味

な
ど

の
共

通
の

話
題

に
つ

い
て

や
り

と
り

を
し

た
結

果
、

対
面

で
会

い
や

す
く

な
る

。
相

手
が

会
い

た
い

場
合

で
は

な
く

、
自

分
が

相
手

に
会

い
た

い
場

合
に

対
面

で
会

う
。

未
成

年
が

本
人

な
り

に
相

手
を

選
別

し
て

会
っ

て
お

り
、

本
人

は
危

険
だ

と
思

っ
て

い
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

17
仁

藤
夢

乃
20

19
ー

事
例

を
基

に
し

た
論

考
子

供
た

ち
は

、
支

援
に

つ
な

が
る

前
に

、
危

険
に

取
り

込
ま

れ
て

い
る

。
筆

者
が

代
表

を
務

め
る

Co
la

bo
の

シ
ェ

ル
タ

ー
に

い
た

女
子

高
生

た
ち

は
「

家
が

生
活

保
護

で
大

変
で

ー
、

と
か

親
の

彼
氏

に
暴

力
振

る
わ

れ
て

お
金

取
ら

れ
ま

す
と

か
、

そ
ん

な
話

で
き

な
い

」
と

語
っ

て
い

る
。

子
供

の
抵

抗
感

の
な

さ
を

問
題

や
原

因
に

す
る

こ
と

は
本

質
を

見
え

な
く

さ
せ

る
。

18
田

代
光

輝
 他

20
20

都
道

府
県

8校
の

高
校

生
に

パ
ネ

ル
調

査
（

有
効

回
答

数
1,

01
7名

）
を

20
18

年
度

と
20

19
年

度
の

2回
、

及
び

、
別

県
の

高
校

生
に

ア
ド

ホ
ッ

ク
調

査
を

20
18

年
度

（
有

効
回

答
5,

57
3名

）
に

実
施

。

20
18

年
度

と
20

19
年

度
に

質
問

紙
調

査
高

校
生

の
過

半
数

が
ネ

ッ
ト

で
の

出
会

い
を

経
験

し
て

い
る

。
ネ

ッ
ト

で
の

出
会

い
の

う
ち

67
.6

％
は

高
校

生
同

士
で

あ
る

が
、

大
学

生
や

社
会

人
が

16
.9

％
、

不
明

が
9.

9％
あ

り
、

誘
い

出
し

の
リ

ス
ク

に
つ

な
が

っ
て

い
る

。

19
藤

原
佑

貴
 他

20
20

高
校

生
相

当
年

齢
の

女
子

10
2名

、
大

学
1,

2年
生

相
当

年
齢

の
女

子
57

2名
の

合
計

67
4名

(平
均

19
.0

6
歳

、
SD

=1
.1

3)
か

ら
有

効
回

答
。

59
6名

(平
均

19
.0

8歳
、

SD
=1

.0
9)

を
分

析
。

ウ
ェ

ブ
調

査
、

調
査

年
不

明
直

接
会

っ
た

こ
と

の
あ

る
最

も
親

し
い

男
性

に
自

画
撮

り
写

真
を

送
付

し
た

経
験

は
、

高
校

生
相

当
年

齢
で

4.
9%

、
大

学
1,

2年
生

相
当

年
齢

で
5.

4%
。

自
画

撮
り

写
真

の
送

付
に

対
す

る
リ

ス
ク

認
知

は
低

く
、

特
に

恋
人

関
係

に
お

い
て

は
顕

著
。

恋
人

に
対

す
る

自
画

撮
り

写
真

の
送

付
に

対
す

る
リ

ス
ク

認
知

が
低

い
者

は
、

恋
愛

行
動

が
よ

り
進

展
し

て
い

た
り

、
相

手
と

の
関

係
が

深
か

っ
た

り
し

た
。

20
鈴

木
千

晴
・

中
山

満
子

20
21

小
学

6年
生

児
童

63
9名

（
男

子
32

8 
名

、
女

子
29

2
名

、
不

明
19

 名
）

か
ら

回
答

収
集

、
58

3名
を

分
析

。
調

査
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
で

き
る

機
器

を
持

っ
て

い
る

子
供

の
う

ち
、

28
.9

％
が

ネ
ッ

ト
上

の
見

知
ら

ぬ
人

と
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
と

り
、

2.
0％

が
実

際
に

会
っ

た
こ

と
が

あ
っ

た
。

見
知

ら
ぬ

人
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
っ

た
り

、
実

際
に

会
っ

た
り

し
た

こ
と

の
あ

る
子

供
は

、
「

親
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

が
少

な
い

」
と

感
じ

て
お

り
、

SN
Sの

利
用

数
が

多
か

っ
た

。
ネ

ッ
ト

上
の

見
知

ら
ぬ

人
と

接
触

す
る

こ
と

へ
の

抵
抗

感
が

低
い

と
考

え
ら

れ
る

。
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表
４

 
英
文
研
究
の
概
要
２

 
N

o
著
者

出
版
年

国
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

9
Qu

ay
le

 e
t a

l.
20

14
イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

オ
ン
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
で
有
罪

判
決
を
受
け
た
男
性
12
名
（
イ
タ
リ
ア

4名
、
イ
ギ
リ
ス
8名

）
。
犯
行
時
年
齢

者
は
1件

を
除
く
全
ケ
ー
ス
で
女
子
、

半
構
造
化
面
接
、
調
査
年
不
明

犯
罪
者
は
、
「
攻
撃
す
る
た
め
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
を
作
る
」
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
選
択
、
ア
ク
セ
ス
の
獲
得
、
思
考
と
感
情
の
管

理
）
⇒
「
未
成
年
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
」
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
選
択
、
画
像
の
使
用
、
性
的
空
想
の
実
現
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
）
と
い
う
段
階
を
踏
む
。
犯
罪
は
2種

類
で
、
①
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
空
想
や
性
的
欲
求
を
満
た
す
犯
罪
、
②
オ
フ
ラ
イ
ン
で
若
者
と
会

う
た
め
の
犯
罪
が
あ
る
。
犯
罪
者
は
、
複
数
の
人
の
中
か
ら
反
応
の
あ
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
探
し
出
し
、
写
真
や
テ
キ
ス
ト
等
を
交
換
し
て
、

性
的
行
為
に
至
る
。
犯
罪
者
は
、
自
分
に
興
味
を
持
つ
と
判
断
し
た
若
者
に
し
か
興
味
を
持
た
な
い
。

10
Te

ne
r e

t a
l.

20
15

ア
メ
リ
カ

法
執
行
機
関

2,
65

3機
関
を
対
象
。
犯

罪
者
の
類
型
化
を
行
う
た
め
75
事
例
を

抽
出
。

ネ
ッ
ト
関
連
の
児
童
の
性
犯
罪

の
20
09
年
の
検
挙
状
況
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
収
集
。
特
定
の
事

件
に
つ
い
て
捜
査
官
に
電
話
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
。

犯
罪
者
は
4種

類
に
分
け
ら
れ
る
。
①
専
門
家
型

(3
2%
)：
犯
罪
の
専
門
性
が
高
く
、
被
害
者
へ
の
愛
情
は
な
く
、
複
数
の
被
害
者
を
抱
え

る
。
や
り
と
り
に
膨
大
な
時
間
を
か
け
、
複
数
の
手
法
を
用
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
上
だ
け
で
の
関
係
、
又
は
実
際
の
面
会
に
移
り
性
的
関
係

を
強
制
す
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
。
②
皮
肉
屋
型

(3
4.

6%
)：
①
と
共
通
す
る
が
、
過
激
さ
は
な
い
。
1人

か
少
数
の
被

害
者
し
か
抱
え
な
い
。
性
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
愛
情
を
示
す
。
本
当
の
自
分
、
偽
の
自
分
を
使
い
分
け
る
。
③
愛
情
重
視
型

(2
1.
3％

)：
被
害
者
に
対
し
て
純
粋
な
愛
情
を
抱
い
て
い
る
。
自
分
の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
④
セ
ッ
ク
ス
重
視
型
(1
2%

)：
す
ぐ
に
性

的
な
出
会
い
を
求
め
る
。
未
成
年
を
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
被
害
者
に
も
性
的
意
図
は
知
ら
れ
て
い
る
。

11
W

hi
ttl

e 
et

 a
l.

20
15

イ
ギ
リ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
と
オ
ン

ラ
イ
ン
上
及
び
接
触
型
性
被
害
を
受
け

歳
)

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
調
査
年
不
明

加
害
者
は
、
関
係
を
利
用
し
て
被
害
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
の
方
が
加
害
者
と
の
継
続
的
な
関
わ
り
を
求
め
て
い
る

場
合
も
あ
る
。
加
害
者
の
認
知
的
歪
み
、
被
害
者
の
愛
着
行
動
が
要
因
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
。
被
害
者
の
多
く
は
肯
定
的
な
感
情
を
持
っ

て
お
り
、
性
的
行
動
は
必
ず
し
も
加
害
者
が
始
め
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
信
念
も
あ
る
。
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
愛
の

感
情
や
、
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
度
合
い
を
過
小
評
価
し
な
い
こ
と
が
重
要
。

12
Yb

ar
ra

 e
t a

l.
20

15
ア
メ
リ
カ

5,
54
2名

を
分
析
。

23
％
が
ゲ
イ
、
レ

ズ
ビ
ア
ン
、
ク
ィ
ア
、
12
％
が
バ
イ
セ

ク
シ
ャ
ル
、
4％

が
ク
エ
ス
チ
ョ
ニ
ン

グ
、
平
均

15
.8
歳

(S
D

=1
.6

)。

ウ
ェ
ブ
調
査

LG
BT
者
は
、
非

LG
BT
者
に
比
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の
友
人
を
持
つ
傾
向
が
強
く
、
対
面
の
友
人
よ
り
も
支
え
に
な
る
と
評
価
。
ま
た
、
オ

ン
ラ
イ
ン
及
び
対
面
で
の
望
ま
な
い
性
被
害
体
験

(一
般
的
な
も
の
と
セ
ク
ハ
ラ
を
含
む

)を
よ
り
多
く
報
告
。
全
て
の
者
で
、
対
面
で
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
は
、
対
面
で
の
セ
ク
ハ
ラ
の
低
下
と
の
み
関
連
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
お
よ

び
対
面
の
ど
の
被
害
リ
ス
ク
も
低
減
し
な
い
。

13
Na

se
ri 

20
16

マ
レ
ー
シ

ア
大
学
生

38
0名

（
男
性

35
%
、
女
性

65
％
）

質
問
紙
調
査
、
調
査
年
不
明

サ
イ
バ
ー
恋
愛
依
存

(C
LA

)(
愛
情
依
存
＋
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
／

fa
ce

bo
ok
依
存

)に
つ
い
て
、
性
格
特
性
の
う
ち
神
経
症
が

CL
Aを

有
意
に

予
測
。

14
Al

-S
ag

ga
f

20
17

オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア

Fa
ce

bo
ok
に
孤
独
感
を
明
確
に
示
し

て
い
た
女
性
26
9名

と
、
孤
独
で
は
な

い
と
判
断
さ
れ
た
女
性

26
9名

Fa
ce

bo
ok
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を

閲
覧
し
て
デ
ー
タ
を
収
集

「
孤
独
」
な
ユ
ー
ザ
ー
は
、

Fa
ce

bo
ok
上
で
「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
」
と
「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
な
い
情
報
」
を
公
開
し
て
い
る
。
セ
ン

シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
公
開
す
る
と
、
個
人
情
報
の
抜
き
取
り
、
嫌
が
ら
せ
、
サ
イ
バ
ー
ス
ト
ー
カ
ー
、
サ
イ
バ
ー
詐
欺
な
ど
の
被
害
に
遭
う

可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

15
Ba

le
20

17
イ
ギ
リ
ス

ロ
グ
63
件
を
分
析
対
象

Cy
be

rti
p.

ca
が
所
有
す
る
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
か
ら
抽
出
し
た
ロ
グ

の
二
次
分
析

O'
Co

nn
el

l（
20
03
）
の
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
で
は
、
加
害
者
は
や
り
と
り
の
後
個
人
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
て
タ
ー
ゲ
ッ

ト
を
選
定
。
そ
の
後
「
友
情
形
成
」
「
関
係
形
成
」
「
リ
ス
ク
評
価
」
「
独
占
」
「
性
的
段
階
」
「
終
結
」
の
６
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ロ
グ
の
多
く
は
「
性
的
段
階
」
が
最
初
だ
っ
た
。
段
階
は
ス
キ
ッ
プ
し
た
り
繰
り
返
し
た
り
す
る
。
「
性
的
段
階
」
で
は
、
検
出

を
逃
れ
る
た
め
の
意
図
的
な
誤
字
が
見
ら
れ
た
。
被
害
者
を
会
話
に
誘
う
た
め
、
賞
賛
の
使
用
が
半
分
に
見
ら
れ
る
。

16
Ch

he
try

 &
 R

as
hi

d
20

17
イ
ン
ド

調
査
手
法
・
調
査
年
不
明

Fa
ce

bo
ok
に
個
人
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
割
合
は
、
性
別

(8
7％

)、
自
分
の
写
真

(8
4.
7％

)、
生
年
月
日
(7
5.
7%
)、
学
校
名
(6
8%
)。
10

代
前
半
(1
3-
15
歳
)の
23
％
、
10
代
後
半
(1
6-
18
歳
)の
19

.3
％
が
、

Fa
ce

bo
ok
で
会
っ
た
こ
と
の
な
い
友
人
と
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
を
し
た

こ
と
が
あ
る
。
45

.9
％
が
会
っ
た
こ
と
が
な
い

Fa
ce

bo
ok
の
友
達
と
会
い
た
い
と
感
じ
て
い
る
。
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表
５

 
英
文
研
究
の
概
要
３

 

N
o

著
者

出
版
年

国
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

17
De

Ha
rt 

et
 a

l.
20

17
ア
メ
リ
カ

子
供
に
対
す
る
ネ
ッ
ト
犯
罪
者

20
0

名
。
全
員
男
性
。
犯
行
時
の
平
均
年
齢

歳
)。

お
と
り
捜
査
官
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
犯
罪
者

の
チ
ャ
ッ
ト
ロ
グ
、
電
子
メ
ー

ル
の
ス
レ
ッ
ド
、

SN
Sへ

の
投

稿
を
調
査
。
20
13
年
夏
ま
で
に

デ
ー
タ
を
入
手
。

犯
罪
者
は
、
被
害
者
の
写
真
要
求
(中
央
値
10
分
)、
セ
ッ
ク
ス
に
言
及
(同
12
分
)、
面
会
要
求
(同
50
分
)、
連
絡
手
段
変
更
の
提
案
(同
1時

間
6分

)、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
性
行
為
・
促
し
(同
1時

間
11
分
)を
す
る
。
73
％
が
面
会
を
試
み
る
。
対
面
を
求
め
な
い
犯
罪
者
は
、
自
己

の
露
出
、
性
的
写
真
の
要
求
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
自
慰
行
為
・
促
し
が
高
い
。
犯
罪
者
は
４
類
型
で
、
①
サ
イ
バ
ー
セ
ッ
ク
ス
：
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
の
自
慰
行
為
・
促
し
が
あ
る
。
自
分
の
性
的
姿
を
見
せ
、
半
数
が
性
的
写
真
を
求
め
る
。
54
％
が
会
う
こ
と
に
言
及
し
た
が
予
定

は
な
し
。
②
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ラ
ー
：
会
お
う
と
し
自
慰
行
為
は
な
い
。
自
分
を
見
せ
ず
、
性
的
写
真
の
要
求
は
1/
4以

下
。
短
時
間
で
の
面
会

を
要
求
。
③
サ
イ
バ
ー
セ
ッ
ク
ス
／
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ラ
ー
：
自
慰
行
為
と
会
う
計
画
の
両
方
を
行
う
。
会
う
計
画
を
し
て
も
キ
ャ
ン
セ
ル
が
多

い
。
④
バ
イ
ヤ
ー
：
子
供
の
性
売
買
が
目
的
。
あ
ま
り
自
分
を
見
せ
ず
、
1/

3は
性
的
写
真
を
要
求
。
条
件
交
渉
(費
用
な
ど
)も
行
う
。

18
Ha

rd
er

 e
t a

l.
20

20
デ
ン
マ
ー

ク

複
数
の
自
治
体
、
研
究
機
関
、

大
学
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に

よ
っ
て
実
施
・
運
営
さ
れ
た
調

査
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ

「
過
去
12
カ
月
以
内
に
、
本
人
の
同
意
な
し
に
、
下
着
姿
や
裸
体
な
ど
他
人
の
性
的
な
画
像
や
動
画
を
共
有
し
た
」
人
を
加
害
者
と
す
る
。

自
制
心
の
な
さ
は
加
害
行
為
の
予
測
因
子
で
あ
り
、
安
全
で
な
い
性
行
為
、
セ
ク
ス
テ
ィ
ン
グ
、
暴
飲
暴
食
な
ど
の
変
数
に
よ
っ
て
媒
介
さ

抱
え
て
い
る
と
同
時
に
リ
ス
ク
を
求
め
る
者
で
も
あ
る
。

19
Le

w
is

20
20

ア
メ
リ
カ

思
春
期
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
性
的
グ
ル
ー

ミ
ン
グ
被
害
に
遭
っ
た
18
歳
以
上
の
女

性
8名

（
身
体
的
性
的
被
害
は
な
し
）

半
構
造
化
面
接
、
調
査
年
不
明

自
ら
相
手
と
別
れ
た
(金
を
要
求
さ
れ
た
り
、
グ
ル
ー
マ
ー
の
年
齢
を
知
っ
た
こ
と
等
が
理
由
)の
は
半
数
。
被
害
者
に
は
、
「
関
係
性
の
追

求
」
、
「
所
属
」
、
「
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
」
、
「
裏
切
り
」
、
「
関
係
性
の
終
結
（
気
づ
き
）
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
が
最
初
は
肯
定
的
感
情
を
抱
く
が
（
声
を
掛
け
ら
れ
た
り
注
目
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
喜
び
、
相
思
相
愛
、
「
自
分
は
普
通
」
「
皆

や
っ
て
い
る
」
と
思
う
）
、
裏
切
り
の
経
験
（
グ
ル
ー
マ
ー
の
年
齢
詐
称
や
そ
の
他
の
問
題
）
を
経
て
関
係
が
終
了
す
る
と
、
自
分
が
操
作

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
全
て
の
対
象
者
が
「
裏
切
り
」
を
理
解
し
た
地
点
で
関
係
が
終
了
）
。

20
Sc

ho
ep

s 
et

 a
l.

20
20

ス
ペ
イ
ン

59
0名

、
女
子
61
0名

；
平
均
14

.5
4歳

(S
D

=1
.1

7)
)

質
問
紙
調
査
、
調
査
年
不
明

魅
力
的
な
ボ
デ
ィ
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
抑
制
的
で
な
い
若
者
は
、

SN
S上

で
よ
り
多
く
の
セ
ク
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
を
受
け

る
可
能
性
が
あ
る
。
直
接
的
ま
た
は
強
引
な
性
的
接
触
を
行
う
、
抑
制
的
で
な
い
若
者
は
、
よ
り
多
く
の
ポ
ル
ノ
的
な
セ
ク
ス
テ
ィ
ン
グ
を

行
う
結
果
、
多
く
の
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

21
He

rn
an

de
z e

t a
l.

20
21

ス
ペ
イ
ン

50
.9

9%
、
平
均
14

.5
6歳

( S
D

=1
.1
6)
)
質
問
紙
調
査
、
調
査
年
不
明

男
子
は
、
セ
ク
ス
テ
ィ
ン
グ
や
ネ
ッ
ト
上
の
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
行
為
に
関
わ
る
頻
度
が
高
い
。
男
子
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
性
的
活
動
の
予
測
因

子
は
、
自
己
愛
、
共
感
性
と
抑
制
性
の
欠
如
、
外
向
性
な
ど
の
個
人
的
特
性
の
組
み
合
わ
せ
。
女
子
の
場
合
は
、
自
己
愛
と
抑
制
性
の
欠

如
。

22
Le

e 
& 

Pa
rk

20
21

韓
国

少
年
(男
性
16
7名

、
女
性
15
1名

；
平

均
20

.6
4歳

)

「
第
5回

学
校
中
退
者
パ
ネ
ル

調
査
」
の
二
次
デ
ー
タ
分
析

ポ
ル
ノ
素
材
へ
の
曝
露
（
「
過
去
１
年
間
に
ポ
ル
ノ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
）
の
予
測
因
子
は
、
男
性
で
あ
る
こ
と
、

SN
Sで

の
加
害
経

験
、
主
観
的
健
康
状
態
が
悪
い
こ
と
。
親
の
愛
着
や
ネ
グ
レ
ク
ト
は
、
ポ
ル
ノ
素
材
へ
の
曝
露
の
有
意
な
予
測
因
子
で
は
な
か
っ
た
。

表
４

 
英
文
研
究
の
概
要
２

 
N

o
著
者

出
版
年

国
対
象
者

調
査
手
法

主
な
結
果

9
Qu

ay
le

 e
t a

l.
20

14
イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

オ
ン
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
で
有
罪

判
決
を
受
け
た
男
性
12
名
（
イ
タ
リ
ア

4名
、
イ
ギ
リ
ス
8名

）
。
犯
行
時
年
齢

者
は
1件

を
除
く
全
ケ
ー
ス
で
女
子
、

半
構
造
化
面
接
、
調
査
年
不
明

犯
罪
者
は
、
「
攻
撃
す
る
た
め
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
を
作
る
」
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
選
択
、
ア
ク
セ
ス
の
獲
得
、
思
考
と
感
情
の
管

理
）
⇒
「
未
成
年
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
」
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
選
択
、
画
像
の
使
用
、
性
的
空
想
の
実
現
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
）
と
い
う
段
階
を
踏
む
。
犯
罪
は
2種

類
で
、
①
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
空
想
や
性
的
欲
求
を
満
た
す
犯
罪
、
②
オ
フ
ラ
イ
ン
で
若
者
と
会

う
た
め
の
犯
罪
が
あ
る
。
犯
罪
者
は
、
複
数
の
人
の
中
か
ら
反
応
の
あ
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
探
し
出
し
、
写
真
や
テ
キ
ス
ト
等
を
交
換
し
て
、

性
的
行
為
に
至
る
。
犯
罪
者
は
、
自
分
に
興
味
を
持
つ
と
判
断
し
た
若
者
に
し
か
興
味
を
持
た
な
い
。

10
Te

ne
r e

t a
l.

20
15

ア
メ
リ
カ

法
執
行
機
関

2,
65

3機
関
を
対
象
。
犯

罪
者
の
類
型
化
を
行
う
た
め
75
事
例
を

抽
出
。

ネ
ッ
ト
関
連
の
児
童
の
性
犯
罪

の
20
09
年
の
検
挙
状
況
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
収
集
。
特
定
の
事

件
に
つ
い
て
捜
査
官
に
電
話
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
。

犯
罪
者
は
4種

類
に
分
け
ら
れ
る
。
①
専
門
家
型

(3
2%
)：
犯
罪
の
専
門
性
が
高
く
、
被
害
者
へ
の
愛
情
は
な
く
、
複
数
の
被
害
者
を
抱
え

る
。
や
り
と
り
に
膨
大
な
時
間
を
か
け
、
複
数
の
手
法
を
用
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
上
だ
け
で
の
関
係
、
又
は
実
際
の
面
会
に
移
り
性
的
関
係

を
強
制
す
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
。
②
皮
肉
屋
型

(3
4.

6%
)：
①
と
共
通
す
る
が
、
過
激
さ
は
な
い
。
1人

か
少
数
の
被

害
者
し
か
抱
え
な
い
。
性
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
愛
情
を
示
す
。
本
当
の
自
分
、
偽
の
自
分
を
使
い
分
け
る
。
③
愛
情
重
視
型

(2
1.
3％

)：
被
害
者
に
対
し
て
純
粋
な
愛
情
を
抱
い
て
い
る
。
自
分
の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
④
セ
ッ
ク
ス
重
視
型
(1
2%

)：
す
ぐ
に
性

的
な
出
会
い
を
求
め
る
。
未
成
年
を
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
被
害
者
に
も
性
的
意
図
は
知
ら
れ
て
い
る
。

11
W

hi
ttl

e 
et

 a
l.

20
15

イ
ギ
リ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
と
オ
ン

ラ
イ
ン
上
及
び
接
触
型
性
被
害
を
受
け

歳
)

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
調
査
年
不
明

加
害
者
は
、
関
係
を
利
用
し
て
被
害
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
の
方
が
加
害
者
と
の
継
続
的
な
関
わ
り
を
求
め
て
い
る

場
合
も
あ
る
。
加
害
者
の
認
知
的
歪
み
、
被
害
者
の
愛
着
行
動
が
要
因
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
。
被
害
者
の
多
く
は
肯
定
的
な
感
情
を
持
っ

て
お
り
、
性
的
行
動
は
必
ず
し
も
加
害
者
が
始
め
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
信
念
も
あ
る
。
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
愛
の

感
情
や
、
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
度
合
い
を
過
小
評
価
し
な
い
こ
と
が
重
要
。

12
Yb

ar
ra

 e
t a

l.
20

15
ア
メ
リ
カ

5,
54
2名

を
分
析
。

23
％
が
ゲ
イ
、
レ

ズ
ビ
ア
ン
、
ク
ィ
ア
、
12
％
が
バ
イ
セ

ク
シ
ャ
ル
、
4％

が
ク
エ
ス
チ
ョ
ニ
ン

グ
、
平
均

15
.8
歳

(S
D

=1
.6

)。

ウ
ェ
ブ
調
査

LG
BT
者
は
、
非

LG
BT
者
に
比
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の
友
人
を
持
つ
傾
向
が
強
く
、
対
面
の
友
人
よ
り
も
支
え
に
な
る
と
評
価
。
ま
た
、
オ

ン
ラ
イ
ン
及
び
対
面
で
の
望
ま
な
い
性
被
害
体
験

(一
般
的
な
も
の
と
セ
ク
ハ
ラ
を
含
む

)を
よ
り
多
く
報
告
。
全
て
の
者
で
、
対
面
で
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
は
、
対
面
で
の
セ
ク
ハ
ラ
の
低
下
と
の
み
関
連
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
お
よ

び
対
面
の
ど
の
被
害
リ
ス
ク
も
低
減
し
な
い
。

13
Na

se
ri 

20
16

マ
レ
ー
シ

ア
大
学
生

38
0名

（
男
性

35
%
、
女
性

65
％
）

質
問
紙
調
査
、
調
査
年
不
明

サ
イ
バ
ー
恋
愛
依
存

(C
LA

)(
愛
情
依
存
＋
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
／

fa
ce

bo
ok
依
存

)に
つ
い
て
、
性
格
特
性
の
う
ち
神
経
症
が

CL
Aを

有
意
に

予
測
。

14
Al

-S
ag

ga
f

20
17

オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア

Fa
ce

bo
ok
に
孤
独
感
を
明
確
に
示
し

て
い
た
女
性
26
9名

と
、
孤
独
で
は
な

い
と
判
断
さ
れ
た
女
性

26
9名

Fa
ce

bo
ok
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を

閲
覧
し
て
デ
ー
タ
を
収
集

「
孤
独
」
な
ユ
ー
ザ
ー
は
、

Fa
ce

bo
ok
上
で
「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
」
と
「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
な
い
情
報
」
を
公
開
し
て
い
る
。
セ
ン

シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
公
開
す
る
と
、
個
人
情
報
の
抜
き
取
り
、
嫌
が
ら
せ
、
サ
イ
バ
ー
ス
ト
ー
カ
ー
、
サ
イ
バ
ー
詐
欺
な
ど
の
被
害
に
遭
う

可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

15
Ba

le
20

17
イ
ギ
リ
ス

ロ
グ
63
件
を
分
析
対
象

Cy
be

rti
p.

ca
が
所
有
す
る
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
か
ら
抽
出
し
た
ロ
グ

の
二
次
分
析

O'
Co

nn
el

l（
20
03
）
の
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
で
は
、
加
害
者
は
や
り
と
り
の
後
個
人
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
て
タ
ー
ゲ
ッ

ト
を
選
定
。
そ
の
後
「
友
情
形
成
」
「
関
係
形
成
」
「
リ
ス
ク
評
価
」
「
独
占
」
「
性
的
段
階
」
「
終
結
」
の
６
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ロ
グ
の
多
く
は
「
性
的
段
階
」
が
最
初
だ
っ
た
。
段
階
は
ス
キ
ッ
プ
し
た
り
繰
り
返
し
た
り
す
る
。
「
性
的
段
階
」
で
は
、
検
出

を
逃
れ
る
た
め
の
意
図
的
な
誤
字
が
見
ら
れ
た
。
被
害
者
を
会
話
に
誘
う
た
め
、
賞
賛
の
使
用
が
半
分
に
見
ら
れ
る
。

16
Ch

he
try

 &
 R

as
hi

d
20

17
イ
ン
ド

調
査
手
法
・
調
査
年
不
明

Fa
ce

bo
ok
に
個
人
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
割
合
は
、
性
別

(8
7％

)、
自
分
の
写
真

(8
4.
7％

)、
生
年
月
日
(7
5.
7%
)、
学
校
名
(6
8%
)。
10

代
前
半
(1
3-
15
歳
)の
23
％
、
10
代
後
半
(1
6-
18
歳
)の
19

.3
％
が
、

Fa
ce

bo
ok
で
会
っ
た
こ
と
の
な
い
友
人
と
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
を
し
た

こ
と
が
あ
る
。
45

.9
％
が
会
っ
た
こ
と
が
な
い

Fa
ce

bo
ok
の
友
達
と
会
い
た
い
と
感
じ
て
い
る
。

－ 51 －
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ある。よって、その認知件数と各研究で明らかにされている差異を明らかにすることや、
 少年の被害の実証研究において先んじている諸外国との数値の比較を行うことは、わが
国における暗数を把握するために役立つと考えられる。 
ネットを介して対面での性被害に至るには、ネット上で知り合った人に実際に会うとい

う行動が一因を担っている。わが国における調査では、小学生では、28.9％がネット上の見
知らぬ人とコミュニケーションをとり、2.0％が実際に会ったことが報告されている(鈴木・
中山, 2021)。さらに中学生になると、実際に会ったのは7.4%（橋元他, 2013）、性別では男
子12.2%、女子18.0%（有意差なし）（加藤, 2015）とされ、１割前後に上ることが推測され
る。高校生（高専生）になると実際に会ったのは、7.9％（仲嶺・田中・上條, 2019）、36.3%
（橋元他, 2013）、中３  ３の15名の女子のうち8名（加藤, 2013）とさまざまであるが、
さらに高率になっていることが窺われる。また、橋元他（2015）の調査では、高校生では、
ネットで見知らぬ人とやりとりをした人のうち43.4%が実際に会い、実際に異性に会った人
のうち12.2%が「そういうつもりがなかったのに、性的関係になった」、「恋人以外で性的関
係を持った経験がある人」のうち約半数（48.6%）が「インターネット上で知り合った人」
であったことが明らかになっている。加えて、直接会ったことのある最も親しい男性に性的
な自画撮り写真を送付した経験は、高校生相当年齢で4.9%（藤原・宮寺・久原, 2020）であ
ることが示されており、近年の高校生の性的行動は変化しつつあることや、潜在化している
被害がある可能性が窺われる。 
他方でアメリカやイギリスでは、ネット上での大人からの性的接触、 少年が見知らぬ人

と接触をとる行動は、減少してきているとの報告がある。アメリカでは、10 17歳の 少年
を対象としたインターネット安全調査（YISS）が継続的に行われ、望まない性的勧誘（大人
から、性的行為・話への参加や性的な情報の提供を求められたもの）を受けた割合は、第１
回（2000年）では19％であったのが、第２回（2005年）では13％、第３回（2010年）では
9％に減少し、特に10代前半(10 12歳)が減少したことが報告されている。勧誘者としては、
友人や知人など事件前に会ったことのある人からの勧誘が多く、オンラインで知り合った
人からの勧誘は少ないという（Mitchell et al., 2013）。また、ヨーロッパでは、2010年に大
規模なEUキッズオンライン調査が行われ、その調査においてイギリスの子供は、見知らぬ
人とコミュニケーションをとったことがあるのは19％であった。しかし、2013年のフォロ
ーアップ調査では、見知らぬ人との接触はほとんどなくなっており、イギリスにおける
eSafety教育が功を奏していることが指摘されている（Haddon & Livingstone, 2014）。減少
が指摘される一方で、ネット犯罪者の実態として、多くは会って性行為をするように仕向け
ること、一旦会うと、暴力行為（レイプ等）をするケースは5％しかないが、89％が挿入を
伴う性交を行うことが報告されており（Wolak et al., 2013）、 少年が騙されて被害に遭っ
ているケースが多数に上ることが想定される。 

1) 被害の実態
SNSを介した児童の被害について、警察が認知している数は既に図１で述べたとおりで
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2) 少年のリスク要因
 ネット利用の仕方について、中学生では、ネットで知り合った相手と実際に会った経験
のある者は、１ のネット利 時間が 経験者よりも いことが報告されている（加藤, 
2015）。また、自分自身の属性（性別など）や識別（本名など）に関する情報を知られて
も良いと思っているほど、不特定他者への自己情報公開数が多くなり（太幡・佐藤, 
2016）、自分の情報や写真、話した内容を、他人にネット上で公開されてしまう被害に遭
いやすくなること（佐藤・太幡, 2016）、プライバシーへの関心の高さが、情報開示を減
少させることが示されている（Liu, Ang, & Lwin, 2013）。高校生は、他者と比べて自分が
トラブルに巻き込まれる可能性は少ないと認知しているとも言われ（木村他, 2018）、安
全への過信がリスク要因となっている可能性がある。 
 リスクの高い属性について、対面での児童虐待では12歳以下という年少層が被害者とな
るが、ネット性被害者の場合は多くは13歳から17歳（半数が13 14歳）であることが示さ
れている（Wolak et al., 2013）。リスクの高い特質として、リスクのあるオンライン行動
（ネット上で性的な話をすること）、養育者との関係の悪さ、被虐待経験、学校での問題
行動、非行問題、物質使用、抑うつ症状、LGBTQであることが挙げられている（Mitchell 
et al., 2013；Wolak et al., 2013；Ybarra et al., 2015）。被虐待経験という要因に関連し
て、ネットを介した詐欺、名誉毀損など他のサイバー犯罪被害においても、過去の暴力的
な被害経験はリスク要因に挙げられており(Oksanen & Keipi, 2012)、被害を受けた経験の
ある人は、ネット上で生じている出来事を「被害」と認識しにくい傾向にあることが推測
される。また、リスクのあるオンライン行動に関しては、 少年自身の性的関心が強い場
合に、被害に遭いやすくなることが別の研究からも支持されている。Schoeps et al.
（2020）は、 少年が自分の身体に魅力を感じていたり、衝動的であるなど抑制がきかな
かったりすると、SNS上でより多くの性的写真を送信するなどのセクスティング1を行う結
果、グルーミング2被害に遭いやすくなることを指摘している。 
 心理状態については、実際の友人関係がうまくいっていないと感じていたり、人間関係
における孤独感、自分を認めてほしい、あるいは受け入れてほしいという思いを持ってい
たりする人は、ネットで見知らぬ人と交流することで、その気持ちを満たそうとすること
が明らかになっている（橋元他, 2015）。また、 村（2017）は、高校生のネット上での
性的な問題行動（ハラスメント行為や性的情報への接触）を取り上げ、未知の他者への個
人情報の暴露は、友人に葛藤を抱いている場合に増加し、信頼・安定感を抱いている場合
に減少することから、友人との間に信頼や安定感を得ることはネット上での問題行動の抑
制へとつながること、親の愛着回避（親との関係で葛藤を抱えており、情緒的な結びつき

1 セクスティング（sexting）：「sex」と「texting」を組み合わせた用語で、SNS などを介
して性的に露骨な又は刺激的なメッセージ、画像、動画を送受信すること。 
2 グルーミング（grooming）： 少年と性的接触をするようオンラインでやりとりするプ
ロセスのこと。 
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が不足していること）は問題行動を増加させることを指摘している。実際、親による統制
を強めることは 少年によるネット上の加害行為を抑制させるが、ネット上の問題行動を
抑制させるには、親から自由にインターネットを使うことを支持される関係性が重要であ
ることも指摘されている（ 村, 2017）。前者については、積極的な親の介入がプライバ
シーへの関心を高めることで、SNS上での個人情報の開示を減少させるという研究結果
（Liu et al., 2013）、後者については、見知らぬ人とコミュニケーションをとったり、実
際に会ったりしたことのある小学生は、親からのサポートが少ないと感じているという研
究結果（鈴木・中山, 2021）とも符合する。仁藤（2019）は、自身が代表を務めるシェル
ターの女子高校生たちに携わった経験から、 少年たちは安易な動機から性的な行為に関
わっているのではなく、経済的な面やDVなど家庭の事情で支援につながる前に危険に取
り込まれており、 少年側に原因を求めることはその本質を見逃していると主張してい
る。親や友人との情緒的な関係を結ぶことができていること、絆のあることが、 少年の
被害防止には重要であると考えられる。 

3) ネット上でのリスク要因
〇犯罪者のタイプ
ネット犯罪者の特徴は、ネット上で自分のことを隠したり偽ったりして被害者に接する

傾向がある（Wolak & Finkelhor, 2013）とも、自分の性的動機をオープンにする（Wolak 
et al., 2013）とも言われる。また、女子を対象とする対面による性犯罪者の特徴は、犯罪
歴があり、学歴は低く、自己不全感があり、心理社会的な発達が遅れている一方、ネット
による性犯罪者は、性的対象は成人であるが衝動や好奇心から思春期児童を対象にするこ
と、暴力的ではなく、犯罪歴や薬物使用歴は少ないことが指摘されている（Tener, Wolak, 
& Finkelhor, 2015；Wolak et al., 2013；Wolak & Finkelhor, 2013）。 
 犯罪者の類型について、藤原他（2019）は自画撮り被害の被疑者についての研究を行
い、被疑者は①被害児童に脅すようなことを言う「脅し群」、②児童に頻繁に連絡をし、
積極的に関わろうとする「偽善群」、③被疑者の積極性や攻撃性が低く、児童による性的
な書き込みが見られる「効率群」の３群に分けられることを明らかにしている。 少年に
対するネット犯罪者の類型について、犯罪者のログを分析したDeHart et al.（2017）は、
リアルタイムでの自慰行為と面会計画の有無の２つの変数によって４類型に分けられるこ
とを指摘している。また、Tener et al.（2015）は、①犯罪の専門性が高く、常に複数の被
害者を抱え、被害者を惹きつけるために複数の手法を用いる「専門家型」(32%)、②1人か
少数の被害者しか持たない皮肉屋型(34.6%)、③被害者に対して純粋な愛情を抱いている
愛情重視型(21.3％)、④すぐに性的な出会いを求めるセックス重視型(12%)の４類型に分
けられるとした。 
 多少の違いはあるにせよ、被疑者にも種々の類型があることが明らかであり、多様性に
応じた対処をする必要性があると言える。 
〇犯罪者と被害者とのやりとり
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被害に遭うに至るには、 少年側にリスク要因があるだけではない。橋元他（2015）
は、女子高校生がネット上で男性と知り合ったきっかけは「相手からアクセスされた」が
約７割（69.9%）を占めていることを指摘している。また、加藤（2013）は、女子が相手
と実際に会った理由は「積極的理由（相手の性格の良さ、相手との趣味の一致、相手の能
力への評価、相手との交際）」だけではなく「消極的理由（漠然とした肯定感など）」も
あること、出会いの経験者は、相手と会う前には出会いに対して否定的感情を抱いている
にも関わらず出会っていると言い、加害者と被害者とのネット上でのやりとりが鍵を握っ
ていることが示唆される。ネット上でNGコメント3をしたユーザーのデータを分析した平
野他（2018）は、NGユーザーは成人男性が多く、NGトークの特徴語には「？」や「ライ
ン」が上位にきていることから、相手から情報を引き出したり誘い出したりという可能性
があると述べている。犯罪者の大半（73％）が面会を試み（DeHart et al., 2017）、半数
が、 少年を賞賛する手口を用いていると指摘する研究（Bale, 2017）もある。やりとり
においては、加害者が巧みに情報を聞き出し、被害者をコントロールしていることはある
だろう。 
 では、ネット上での会話はどのように進展していくのであろうか。わが国では、やりと
りが進展したり、出会いに至るのには、共通の趣味や嗜好を持っていることが複数の研究
で指摘されている（橋元他, 2015；香川, 2016）。SNSでの会話は、挨拶や共通の話題から
始まり、人間関係や内面的会話など徐々に深い会話が現れるという、恋愛行動と似た進展
がみられると言われる（仲嶺他, 2019）。 

このやりとりの進展については、海外ではより詳細な検討がなされている。犯罪者は、
複数被害者と同時に連絡を取り、反応のあるターゲットを探し出し、写真やテキストなど
を交換して、リスクを回避しつつ性的行為に至るという(Quayle et al., 2014)。DeHart et 
al.（2017）は、性犯罪者と被害者とのやりとりについて具体的時間を調査した。１番多い
パターンとして、交流期間は4日強であり、交流開始から10分で「被害者の写真を求め
る」、12分で「セックスについて言及する」、50分で「会うことを求める」、1時間6分で
「連絡手段を変えることを提案する」、1時間11分で「リアルタイムでの性行為、または
促す」行為が見られるという。すなわち、オンラインでのやりとりは、急速にエスカレー
トする可能性が示されている。他方で、犯罪者は関係構築に時間をかけている、という指
摘もある。Wolak et al.（2013）によると、64％の犯罪者は、直接会う前に1カ月以上オン
ラインでコミュニケーションをとり、79％が電話で会話をし、48％がオンラインで写真を
送り、47％が贈り物や金銭を提供し、その結果被害者は、犯罪者に愛情を感じ、逆に警察
や親から攻撃されていると感じることがあるという。 
 グルーミングのプロセスモデルは様々提案されている。O'Connell（2003）によるモデ
ル（加害者は属性に関する質問や、やりとりを観察した後、プライベートメッセージを送

3 NG コメント：平野他（2018）の研究では、個人情報や公序良俗に反する内容等を含む
投稿をして、運営会社から削除されたコメントのこと、と定義している。 
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信してターゲットを選定。その後、「友情形成」「関係形成」「リスク評価」「独占」
「性的段階」「終結」の６段階を想定）を検討したBale（2017）は、多くの場合
O'Connellが提唱したよりもずっと早く「性的段階」が最初にくることや、段階はスキッ
プしたり繰り返したりすることを主張している。また、Williams, Elliott, & Beech（2013）
は、加害者の行為として、①「信頼関係の構築」（被害者に似た言葉で話すなど、会話の
中で自分の役割を調整し、共通の関心事や論点を持ち、被害者に親しみやすさ、温かさ、
共感を示す）、②「性的な内容」（性的な内容を会話の中に挿入しながら、エスカレート
させる）、③「評価」（被害者の関心やオンライン環境両方のリスク評価）を行うことを
指摘している。 
以上のように、犯罪者が関係を利用して 少年をコントロールし、 少年が感情的に巻

き込まれていることが推測されるが、犯罪者は、自分に興味を持つと判断した 少年にし
か興味を持たないとも言われる。複数の研究者（Bale, 2017；Whittle, Hamilton-
Giachritsis, & Beech, 2015）が、加害者側だけではなく、 少年側にも愛着行動、性的関
心、恋愛感情があることを示唆しており、 少年が抱いている感情にも注意を向けていく
ことが必要であろう。 

4) 対処要因
ネットを介した出会い経験者は、フィルタリングが導入されていない端末から自由にネ

ットを利用できる環境にあったという（加藤, 2013）。これまでにも指摘されてきている
とおり、そもそもリスクの高いやりとりにアクセスしないためには、家庭でのネット環境
に関する管理が必要になるだろう。 
では、ネット上でのやりとりが始まった後は、どのようにしてやめるようになるのだろ

うか。実際のところ、見知らぬ人とやりとりをしないよう言われてやめた人は5%未満と非
常に少なく、ネットで知り合った男性とやりとりをやめようと思った経験のある人の理由
は「話題がつまらなかった」が約4割で、次いで「性的な話題、下ネタが多かった」、「相
手からの連絡が頻繁すぎた」が挙げられている（橋元他, 2015）。また、被害者のほとんど
が、最初は注目される喜びや相思相愛であるという肯定的感情を抱くが、相手が年齢を偽
っているなど裏切りの経験をすると必ず関係は終了し、そこで初めて自分が操作されてい
ることに気づくと指摘している（Lewis, 2020）。 
 既に述べたように、家庭や友人でのサポートは防御要因になると推測される。Ybarra et 
al.（2015）は、オンラインでのソーシャルサポートは、オンライン及び対面の被害リスク
も低減しない一方で、対面によるソーシャルサポートは、対面での被害低下とは関連する
ことを述べた。一方で、LGBTの若者にとってはオンラインのソーシャルサポートも重要
な源となりうることを示し、オンライン、対面のいずれのサポートも重要であると結論づ
けている。 

5) 今後の対策
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被害防止教育に関しては、国内外の研究で複数の言及がある。橋元他（2015）は、ネット
に関する講話に対する女子高校生の感想として、「極端な話」、「情報の授業を取り入れてい
る割にSNSの評価が厳しい」、「SNSを批判しなくてもよい」、「具体性がない。（自分が）ア
ドバイスするとしたら「自分の意思ははっきり伝えること」」、「悪い部分が誇張されてしま
っている」という声を紹介している。 少年が耳を傾けるのには、その話が自分の経験を反
映しているかどうかであるとも言われており（Haddon & Livingstone, 2014)、単に危険性
や禁則的な話を伝えるだけでは足りないであろう。また、 少年が保護者や教師などからの
批判を意識し、心配をかけまいと自身の行為を隠蔽してしまうことにもつながる場合があ
る（香川, 2016）。Wolak et al.（2013）は、なぜそのような関係が良くないのか教えること
が必要とし、具体例として「この関係にある大人が犯罪を犯し、刑務所に入る可能性があ
る」、「この関係が公になった場合、世間の注目を浴び、恥ずかしい思いをし、生活に支障
をきたす可能性がある」、「そのような恋愛は発覚しなくてもすぐに終わってしまう」、「加
害者には他のパートナーがいることが多い」、「インターネット上だけの関係であっても、
10代の相 を探している  と連絡を取ることは、犯罪者を助 し、他の 少年を危険にさ
らすことになる」、「自分が撮った性的な写真が、インターネット上や法廷で証拠として扱
われる可能性がある」と伝えることを提案している。また、被害や勧誘を受けた 少年は、
親や警察に訴えるよりも、友人に打ち明ける割合が増加しているため、防止教育は 少年が
友人から相談された場合にどう対応するのかについて役立つものであることも指摘されて
いる（Mitchell et al., 2013；Wurtele & Kenny, 2016） 
現行のシステムに対する提案となる研究も見られた。何らかのサイバー被害を受けた被

害者による警察への被害申告率は10.4％で、「被害をネット上だけで届けられるシステムが
あったら、利用したか」との問に対しては、４割前後が「利用すると思う」と回答している
（金山, 2017）。またアメリカでは、性犯罪者として登録されている者でもネットやSNSを
利用することが法律で認められているが、オンラインで登録性犯罪者を特定できないこと
はリスクが高く、オンライン識別子を付与することが課題だという指摘がある（Albert & 
Salam, 2012）。 

４ 考察
わが国においては、小学生では2%が、中学生では1割程度がネットを介して知り合った

人と実際に会い、高校生では実際に異性に会った人のうち、そのようなつもりがなくても
１割以上は性的関係になっていた。一般の想定よりも多くの 少年が出会いを経験してい
ると言えるかもしれない。また、従来からの指摘どおり、ネットを介した出会いは一定の
リスクを孕んでいると言える。 
ネットを介した性被害に遭いやすい 少年の年代として、思春期にある 少年であるこ

とが明らかになった。これは、 少年自身が携帯電話を持ち始めたり、ネットを利用しや
すくなったりする年齢に関連しているだろう。家庭で 少年にネット利用させる際に、保
護者の管理が必須になると言える。ただし、厳しい管理をすれば良いということではな
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い。被害に遭いやすい 少年の特徴には、親との愛着の問題を抱えていたり、実際の友人
関係において孤独を感じていたりするため、自分を認めてほしい、褒めてほしいという気
持ちのあることが窺われた。実際の生活において、他者と結びつきの感じられる関係性を
持っている 少年は、敢えてネット上での結びつきを求める必要性がないのだろう。一
見、普通の 少年がネットを介した被害に遭うという例は散見されるが、孤独感や満たさ
れない気持ちから、何らかの「出会い」を求めての結果であることが推測される。また、
自分を抑える力の弱いことがリスクを高めるのは、思春期特有の心性として自暴自棄にな
るなどした場合に、衝動的にネットでの出会いに走ってしまう可能性もある。すなわち、
このような 少年は、もしかして、手軽に出会いが手に入るツールであるネットがなかっ
た時代には、別の問題行動を起こしていたのかもしれない。家庭や学校での 少年の居場
所づくりが課題となる。 

しかし 少年側だけに、被害に遭う要因は求められない。ネット上でのやりとりを進展
させ、性的な画像などを送信させる、実際の面会に持ち込む、といった悪質な加害者の手
口があることも明らかになった。加害者は、共通の話題をきっかけとしたり、 少年を褒
めたりすることで、 少年の関心をひきつけ、早い段階で性的やりとりに進める。あるい
は、時間をかけて関係を成熟させる。 少年自身の孤独感や自尊心の低さを利用し、 少
年をコントロールして恋愛関係に持ち込んでいる。加害者は自らの年齢を偽って 少年に
近づくなどしており、そのようなネット上での言動や情報は偽りの可能性があることに、
そもそも 少年が気付いていることが鍵となる。 

被害の背景には、自分の情報は開示しても大丈夫、自分は被害には遭わないといった、
 少年の安全への過信があることも推測される。被害防止教育においては、ネットを批判
するだけではなく、 少年自身の経験に沿うような話を展開させる必要があるだろう。 

本研究を通じて、わが国については、ネットを介して性被害に遭った 少年の実証研究
は少ないことが明らかになった。海外においても、セクスティング研究のうち、犯罪性の
あるものについての研究が少なく、 少年がどのような動機でセクスティングを行ってい
るのかは、本質的には分かっていないことが指摘されている（DeMarco et al., 2018）。今
後は、被害に遭った 少年への実証調査が望まれる。 
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